
戸沢村野球場夜間照明ＬＥＤ照明一式の賃貸借にかかる仕様書 

 

１. 件名 

戸沢村野球場夜間照明ＬＥＤ照明一式の賃貸借 

 

２. 定義 

発注者…戸沢村長 渡部秀勝 

戸沢村野球場夜間照明をＬＥＤ照明に交換する業務 

 

３. 戸沢村野球場の概要 

所在地 

最上郡戸沢村大字蔵岡番地３７１８－１ 

・面積：１１，３５２㎡ 

 

４. 交換業務概要 

・既存照明器具撤去処分 ９６台 

・ＬＥＤ照明器具取付け ９６台 ※「５．ＬＥＤ照明の仕様」参照 

 

５. ＬＥＤ照明の仕様 

ＬＥＤ照明器具への更新とし、以下の要件を満たすこと。 

（1）構造等 

ア ＬＥＤ照明器具及び付属部品等は新品であること。 

イ 電気用品安全法に適合しているものであること。 

ウ ＬＥＤ照明に関する日本産業規格（ＪＩＳ）に適合するもの、または同

等のものであること。 

エ ＬＥＤ照明器具はＩＳＯ１４００１・９００１の認証工場で製造されて

いること。 

オ 一般社団法人 日本照明工業会に加盟する国内メーカーの製品であるこ

と。 

（2）性能等 

ア ＬＥＤ照明へ交換後の球場における照度等の基準は、ＪＩＳ照度基準

総則（ＪＩＳ Ｚ ９１２７）の下記基準に適合すること。 

軟式野球 照度 均斉度 グレア制限値 

競技区分：Ⅲ 
内野 ３００ｌｘ ０．５ ５５ 

外野 ３００ｌｘ ０．３ ５５ 

イ ＬＥＤ光源による不快感（グレア、フリッカー等）を低減する製品を

使用すること。 

 



ウ 下記表中の項目を満たす性能であること。 

項目 仕様要件 

器具光束 ４５，０００ｌｍ以上 

消費電力 ４８０Ｗ以下 

発光効率 １２０ｌｍ/Ｗ以上 

演色性 Ｒａ７５以上 

防塵防水性能 ＩＰ５５以上 

（3）その他 

ＬＥＤ照明のＬＥＤ素子その他に関する特許侵害について、現在係争中の

製品でないこと。 

 

６. ＬＥＤ照明器具の取替工事 

（1）契約後速やかに施工計画（工程表、作業体制、安全管理計画等）について、

発注者と協議すること。 

なお、次の資料を提出すること。 

(ア)機器搬入スケジュール（様式任意） 

(イ)機器構成一覧表（様式任意） 

(ウ)作業体制表（様式任意） 

(エ)機器設置業者及び維持管理体制表（様式任意） 

（2）設置前に現場調査、回路調査等を十分に行い、作業を実施すること。 

（3）設置作業に使用する雑材は全て新品とする。 

（4）設置作業にあたっての安全管理については、発注者と打ち合わせを行い、受

注者の負担で安全確保に必要な措置を講ずること。また、設置作業により生

じた施設設備、電気機器等への不具合や事故については、受注者の負担によ

り対処すること。 

（5）設置作業において発生する軽微な工事、補修等については、本契約の作業範

囲として実施すること。 

（6）停電等、運営上必要な機能を停止する場合は、事前に発注者と日程等を調整

し、事故、紛争等を防止すること。 

（7）搬入・搬出経路については、施設管理運営上の支障に留意し、施設管理者の

承諾を得ること。 

（8）取替工事及び検査を含むすべての作業について、発注者と協議の上作業日時

を調整すること。 

（9）現場建物等に損傷を与えることの無いように十分に注意し、万一損傷した場

合は、受注者の責任及び費用負担において補修または復旧を行うこと。 

（10）既設の照明器具を撤去し、撤去した器具は関係法令に基づき適切な処分を

行うこと。 

（11）設置が完了したＬＥＤ照明器具から使用の試行を行うこととし、賃貸借期



間開始日までに障害が発生した場合は、受注者はその復旧をしなければな

らない。 

（12）発生材の処理については、全て、施設外に搬出し、建設工事に係る資材の再

資源化等に関する法律、再生資源の利用の促進に関する法律、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律、その他関係法令に従い適切に処理すること。 

（13）履行内容の全ての経費を賃貸借料に含めることとする。 

（14）施工に関する留意事項 

施工中も施設は運営するので、安全対策をしっかり行うこと。 

（15）設置中に事故が発生した場合は、直ちに契約担当者に通報するとともに、事

故発生報告書を契約担当者に速やかに提出すること。 

（16）設置作業完了後、完成図書（完成図、着手前―施工中―施工後(完成）の状

況の撮影記録、ＬＥＤ照明器具の賃貸借物品一覧、設置機器図面等)を提出

すること。 

（17）本仕様書に記載しない事項については、公共建築改修工事標準仕様書（電気

設備工事編）最新版／国土交通省大臣官房官庁営繕部監修により補完する。 

（18）設置作業に関して本仕様書に記載のない事項に疑義が生じた場合は、発注

者と協議すること。 

 

７. 補足事項 

賃貸借期間が満了し、発注者が賃貸借料を完済したときに、本賃貸借物件の発

注者へ無償譲渡すること。 

 


